
寒 川町 消防 本部消 防職 員委 員会 に関す る規 則新 旧対 照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(委 員長 ) (委 員長 ) 

第 3条  （ 略）  第 3条  （ 略）  

（ 加え る）  2 委員長 の任 期は、 1年 とする。ただ し、

委 員 長 が 欠 け た と き 新 た に 指 名 さ れ た

委 員長 の任 期は、前 任者 の残 任期 間とす

る 。  

（ 加え る）  3 委員長 は、これ を再 任す るこ とがで き

る 。  

～ 略～  ～ 略～  

(委 員会の 会議 及び 議事 等 ) (委 員会の 会議 及び 議事 等 ) 

第 9条  （ 略）  第 9条  （ 略）  

2 委員会 の会 議は 、委 員長 が招 集する 。

こ の場 合に おいて 、委 員に 対し 、会 議を

開 く 日 の 2週 間 前 ま で に 、 会 議 の 日 時 、

場 所 及 び 審 議 時 間 並 び に 審 議 の 対 象 と

な る 消 防 職 員 か ら 提 出 さ れ た 意 見 の 概

要 を、意 見を 提出し た消 防職 員及 び意見

取 りま とめ 者に対 し、会 議を 開く 日まで

に 当 該 意 見 を 審 議 の 対 象 と す る か 否 か

の 取 扱 い                            

                         を そ れ ぞ れ

通 知す るも のとす る。  

2 委員会 の会 議は 、委 員長 が招 集する 。

こ の場 合に おいて 、委 員に 対し 、会 議を

開 く 日 の 2週 間 前 ま で に 、 会 議 の 日 時 、

場 所 及 び 審 議 時 間 並 び に 審 議 の 対 象 と

な る 消 防 職 員 か ら 提 出 さ れ た 意 見 の 概

要 を、意 見を 提出し た消 防職 員及 び意見

取 りま とめ 者に対 し、会 議を 開く 日まで

に 当 該 意 見 を 審 議 の 対 象 と す る か 否 か

の 取 扱 い (審 議 の 対 象 と し な い 場 合 に あ

っ て は 、 そ の 理 由 を 含 む 。 )を そ れ ぞ れ

通 知す るも のとす る。  

3～ 5 （略 ）  3～ 5 （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

（ 加え る）  (運 営上の 留意 事項 ) 

第 12条  消 防長及 び委 員長 は、委員 会が 、

消 防 職 員 相 互 の 意 思 疎 通 を 図 る と と も

に、消防 事務 の運営 に消 防職 員の 意見を

反 映し やす くする こと によ り、消 防職員

の 士気 を高 め、もっ て消 防事 務の 円滑な

運 営 に 資 す る こ と を 旨 と し て い る こ と

に 鑑み、消防 職員が 意見 を提 出し やすい

環 境 づ く り 並 び に 委 員 会 の 公 正 性 及 び

透 明性 の確 保に努 めな けれ ばな らない。 

第 12条 ・第 13条  （略 ）  第 13条 ・第 14条  （略 ）  

 附  則  

 (施 行期日 ) 



 1 この規 則は 、平成 31年 4月 1日 (以 下「施

行 日」 とい う。 )か ら施 行す る。  

 (経 過措置 ) 

 2 この規 則の 施行 の際 現に 委員 長であ る

者 の任 期は、この 規則に よる 改正 後の寒

川 町消 防本 部消防 職員 委員 会に 関する

規 則第 3条 第 2項の 規定 にか かわ らず、施

行 日か ら起 算して 1年を 超え ない 範囲に

お いて 消防 長の定 める 日ま での 期間と

す る。  

 


